
第９７号議案 

 

工事請負契約の変更について 

 

次のとおり令和５年１２月１８日に議決された第９６号議案工事請負契約の締結

についてを変更したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１

項第５号及び蒲郡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年蒲郡市条例第４号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年１２月４日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

１ 工 事 名  拾石防潮樋門撤去工事 

２ 工 事 場 所  蒲郡市拾石町前浜地内 

３ 工 事 概 要  ⑴ 土工 一式 

⑵ 護岸工 一式 

⑶ 構造物撤去工 一式 

⑷ 仮設工 一式 

４ 変更前の契約金額  ２５３，０００，０００円 

（消費税及び地方消費税相当額２３，０００，０００円

を含む。） 

５ 変更後の契約金額  ２９７，２６６，２００円 

（消費税及び地方消費税相当額２７，０２４，２００円

を含む。） 

６ 契 約 の 相 手 方  蒲郡市元町５番８号 

鈴中工業株式会社蒲郡本店 

常務取締役本店長 杉田 義之 

 

提案理由 

拾石防潮樋門撤去工事について、工事請負契約を変更したいので提案する。 



第９７号議案資料（３－１） 

 

拾石防潮樋門撤去工事の変更について 

 

１ 変更理由  工事による発生土の受入れについて、土質及び土量に制約が生じた

ことにより、受入れ不可能となった発生土の搬出先を変更するため。

また、他の工事から流用を予定していた土砂等の不足が判明したこ

とによる土砂等の購入の必要性が生じたため。 

 

２ 変更内容  ⑴ 土工 一式 

発生土の搬出先の変更に伴う運搬処理費の増加 

護岸の埋戻しに使用する土砂の購入数量の増加 

⑵ 護岸工 一式 

護岸基礎部分に使用する石材の購入数量の増加 

⑶ 仮設工 一式 

発生土の搬出先の変更に伴う交通誘導員の数量の増加 

 

３ 工 期  変更前 契約締結日の翌日から令和７年３月１０日まで 

        変更後 契約締結日の翌日から令和７年６月３０日まで 



蒲  郡  市

 位置図
県
道
三
ヶ
根

停
車
場
拾
石
線

新
拾
石
橋

前田公園

浜 町 水 面 貯 木 場

 工事場所

（縮尺1/4,000）

拾
石

川

国
道

２
４

７
号

拾 石 町

（３－２）第９７号議案資料



（縮尺1/500） 土工、護岸工平面図

（３－３）

既設護岸

護岸の埋戻しに使用する土砂の購入数量の増加

（縮尺1/800） 仮設工平面図

護岸基礎部分に使用する石材の購入数量の増加

発生土の搬出先の変更に伴う運搬処理費の増加
発生土の搬出先の変更に伴う交通誘導員の数量の増加

発生土の搬出先の変更に伴う交通誘導員の数量の増加
発生土の搬出先の変更に伴う運搬処理費の増加

発生土の搬出先の変更に伴う運搬処理費の増加
発生土の搬出先の変更に伴う交通誘導員の数量の増加

第９７号議案資料


